
医療計画の策定状況について

資料２



旧医療計画に基づき実施された施策の効果の検証

○ 旧計画に掲げた数値目標の達成状況を評価

山口県保健医療計画

○ 評価を踏まえた今後の方向性を記載
・地域における医療連携体制を推進するため具体的な手法である地域連携クリティカルパス
の導入地域数は増えており、引き続き、導入の促進に努めます。（山口県）

兵庫県保健医療計画
前計画においては、80の数値目標を設定した。そのうち67項目が計画策定時より数

値が向上しており、さらに看護師・保健師数、3時救急病院の設置、へき地拠点病院の
整備、がん患者の在宅看取り立など35項目については目標を達成した。

項目（例） 目標（目標達成年度） 達成状況 評価

小児救急医療 2次小児救急医療の空白日を解消する 990日（H17）→618日(H23) △

１



医療提供体制等の現状分析～グラフの活用～

北海道保健医療計画
二次医療圏ごとに大学病院以外の臨床研修病院にお

ける医師臨床研修採用者数を比較し、約半数が札幌医
療圏に集中していると分析。

○ グラフを用いた都道府県間、二次医療圏間の比較・分析

奈良県保健医療計画
がん患者の県外医療機関の利用状況を入院・外来別

に都道府県間比較し、奈良県は他府県と比較した結果、
県外の医療機関を利用する人の割合が高いことから、
県民が県内で質の高いがん治療を受けることができる
よう、がん医療提供体制の充実を図ることが必要であ
ると分析。
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医療提供体制等の現状分析～レーダーチャートの活用～

○ レーダーチャートを活用した分析

香川県保健医療計画
県及び各医療圏ごとの医療提供施設及び医療従事者

の状況について、全国平均との比較をレーダーチャー
トと表に整理し、分析に活用。

鹿児島県保健医療計画
死因別年齢調整死亡率、医療施設の状況等について、

レーダーチャートを活用し全国値と比較。
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医療提供体制等の現状分析～散布図・地図の活用～

高知県保健医療計画
入院・外来、分野別に患者の受療動向を地図上に表示

○ 地図を活用した分析

鹿児島県保健医療計画
受療率について、全国との差を横軸、県内の約10年前

の値との差を縦軸にとり、傷病分類ごとに分布を表示。
これにより、全国値との関係と、県内で増加傾向にある

か、減少傾向にあるかが同時に明らかになる。

○ 散布図を活用した分析
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医療提供体制等の現状分析～新たな調査の実施～

○ 独自調査の結果を踏まえた医療機能の現状分析

ア 医療機能の現状（医療機能及び医療連携調査 平成24年7月）
・脳卒中の急性期におけるほぼすべての症例に24時間対応できる専門的な治療が可能な病院は，全ての保健医療

圏にあります。
・脳梗塞の治療薬であるｔ－ＰＡによる脳血栓塞栓療法の実施可能医療機関は16か所あり，全ての二次保健医療

圏で実施できる体制が整っています。
・ｔ－ＰＡによる脳血栓溶解療法は，46%が発症から医療機関収容までに時間がかかり，時間的制限で未実施と

なっています（滋賀医科大学調査）。
・回復期リハビリテーション病棟を有する病院は，大津，湖南，東近江保健医療圏には各4カ所，甲賀，湖東保健

医療圏には各1か所あり県全体では14か所（628床）あります。また，平成25年度（2013年度）中にさらに3
病院が回復期リハビリテーション病棟を設置予定であり，すべての保健医療圏に設置されます。

イ 医療連携の状況（医療機能及び医療連携調査 平成24年7月）
・急性期医療においては、大津、湖南および湖北の各保険医療圏域では、病院間連携（自病院で対応できないと判

断した場合の紹介）、診療所と病院の連携（診療所から専門的な診断・治療が可能な病院への紹介）は、ほぼ県
域内で完結しています。甲賀、東近江、湖東、湖西の各保健医療圏域は、一部は隣接する圏域への紹介が行われ
ています。

・入院患者の住所地別にみると、大津86.1%、湖南69.9%、甲賀78.8%、東近江81.5%、湖東44.2%、湖北
51.8%、湖西74.6%が各保健医療圏内の医療機関に入院しており、湖東、湖北は約半数が圏域を超えた回復期
リハビリテーションの機能を有する医療機関へ入院しています。

滋賀県保健医療計画
○ 医療計画策定に当たって脳卒中の医療機能に係る調査を実施

○ これらの結果を踏まえ、
・急性期の治療を行う医療機関は、来院後１時間以内に専門的な治療が開始できる院内体制の構築、t-

PAの施設基準を満たすよう努めること
・病期に応じたリハビリテーションが必要な時期に切れ目なく行われるよう、医療連携体制の推進を

図ること
などが施策の方向性として示された。 5



圏域の設定

○ 地域の医療資源等の実情に応じて事業ごとに弾力的に医療圏を設定

茨城県地域医療計画

二次医療圏の他に、
・救急医療圏（初期，二次，三次）
・小児救急医療圏，集約化・重点化による小児救急医療圏構想
・周産期医療圏
・精神科救急医療圏

を設定し、二次医療圏と同じ項目に記載。

＜周産期医療圏＞

＜小児救急医療圏（二次・三次）＞
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地図情報を活用した医療提供体制の見える化

○ 医療機関の機能と病床の分布の表示

山形県地域医療計画

＜一般病院の体制図＞
県内病院の所在と病床数、救急告示の有無、療養病

床の有無などを地図上に表示

宮城県地域医療計画
＜周産期医療体制図＞
総合周産期母子医療センター、地域周産期母子医療

センターの位置情報に加え、MFICU、NICU、GCUの
病床数情報も表示。
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地図情報を活用した医療提供体制の見える化

○ 医療機関の所在と機能の把握・表示

佐賀県保健医療計画
＜周産期医療体制図＞
母体及び新生児の搬送及び受入体制について、受入

を担う医療機関と搬送30分圏域、1時間圏域を表示。
県外医療機関との連携により、佐賀県内全地域にお

いて、二次医療機関へは30分以内、三次医療機関へは
１時間以内での搬送が可能となっている。

群馬県保健医療計画
＜脳卒中、心筋梗塞に係る医療へのアクセス＞
主な幹線道路を走った場合の、脳梗塞、心筋梗塞に

関する急性期医療機関からの２時間圏域を表示。

＜心筋梗塞の急性期医療機関への２時間アクセス圏域＞

＜脳梗塞の急性期医療機関への２時間アクセス圏域＞
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地図情報を活用した医療提供体制の見える化

○ 医療機関の所在と機能の把握・表示

岩手県保健医療計画
＜救急医療体制図＞

高知県保健医療計画
＜脳卒中医療体制図＞
急性期の医療提供体制の中核となる病院を地図上に

記載するとともに、当該分野を専門とする医師数や、
脳外科手術に対応可能な医療機関数などを記載。
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関係機関の連携の検討

○ 取組に当たって、関係者に求められる役割を明確化

岩手県保健医療計画
５疾病5事業及び在宅医療ごとに、具体的な施策の方向性を記載するとともに、医療機関、医育機関、

関係団体等、県民・NPO等、市町村、県の役割を整理して明示。

＜（例）在宅医療に関する施策の方向性＞

ア 連携体制の構築
○ 地域において在宅医療に必要な連携を担う拠点を中心に、地域包括支援センター等と連携しなが

ら、医療や介護、家族の負担軽減につながるサービスが適切に紹介されるよう多職種協働による切
れ目のない継続的な在宅医療提供体制の構築を図ります。なお、国のモデル事業の取組成果を踏ま
えて、在宅医療連携拠点の拡大を図ります。

○ 患者の疾患、重症度に応じた医療（緩和ケアを含む。）が、多職種協働により、できる限り住み
慣れた地域で継続的、包括的に提供されるよう地域の医療及び介護関係者の参加による地域ケア会
議の活用促進や、地域の取組を牽引するリーダーを育成します。

＜（例）在宅医療に関する取組
に当たっての協働と役割分担＞
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医療機関別の医療機能の明示

○ 医療機能・医療機関ごとの提供できる医療内容の明示

大阪府保健医療計画
二次医療圏別計画の中で、医療機関別、手術・化学療法・放射線療法別に部位別等のがん

の診療機能を一覧で整理

・初期救急医療機関の診療時間帯や受け入れ実績を記載

食
道

胃
大
腸

肺 肝
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道

膵
臓

腎
膀
胱

前
立
腺

子
宮

卵
巣

乳
房

白
血
病

リ
ン
パ
組
織

小
児

舌
咽
頭

喉
頭

手 術 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

化 学 療 法 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

放 射 線 療 法 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

手 術 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

化 学 療 法 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

放 射 線 療 法 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

手 術 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

化 学 療 法 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

放 射 線 療 法 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○

市 立 池 田 病 院 　 　  ※ ２ ○ ○ ○ ○

大 阪 大 学 医 学 部
　 　 　 　 附 属 病 院 　  ※ １

○ ○ ○ ○

地

域

連

携

ク

リ

テ

ィ

カ

ル

パ

ス

市 立 豊 中 病 院 　 　  ※ １ ○ ○ ○ ○ ○

部 位 別 が ん の 治 療 セ

カ

ン
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オ

ピ

ニ
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ン

相
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窓

口

チ

|

ム

緩

和
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療

緩

和

ケ

ア

病

棟

 医 療 機 関

開 始 終 了

内 科 休 日 昼 間 8 :3 0 1 6 :0 0 1 ,3 5 3

歯 科 休 日 昼 間 8 :3 0 1 6 :0 0 2 8 4

内 科 休 日 昼 間 9 :3 0 1 7 :0 0 7 0 9

歯 科 休 日 昼 間 9 :3 0 1 7 :0 0 1 7 3

内 科 休 日 昼 間 9 :3 0 1 6 :3 0 1 ,1 8 9

歯 科 休 日 昼 間 9 :3 0 1 6 :3 0 3 8 4

内 科 休 日 昼 間 9 :3 0 1 6 :3 0 5 7 3

歯 科 休 日 昼 間 9 :3 0 1 6 :3 0 2 8 6

内 科 休 日 昼 間 9 :3 0 1 7 :0 0 1 ,9 2 9

外 科 休 日 昼 間 9 :3 0 1 7 :0 0 8 8 0

歯 科 休 日 昼 間 9 :3 0 1 7 :0 0 4 6 0

受 診
患 者 数 （ 人 ）

池 田 市 池 田 市 立 休 日 急 病 診 療 所

箕 面 市 箕 面 市 立 病 院

所 在 地 医 療 機 関 科 目 時 間 帯
診 療 時 間 (受 付 )

豊 中 市

豊 中 市 立 庄 内 保 健 セ ン タ ー

吹 田 市 吹 田 市 立 休 日 急 病 診 療 所

(財 )豊 中 市 医 療 保 健 セ ン タ ー
診 療 所

11



○ 医療機能・医療機関ごとの提供できる医療内容の明示

医療機関別の医療機能の明示

兵庫県保健医療計画
各医療機能を担う医療機関の選定条件を明示し、それを満たす医療機関を表形式で整理。

滋賀県保健医療計画
急性期医療について，脳梗塞の急性期治療（t-PAによる脳血栓溶解療法，t-PA含まない内科的治療，

血管内治療，外科治療），脳梗塞再発予防治療（内科的治療，外科治療，血管内治療），脳出血（内科
的治療，外科治療），くも膜下出血（開頭術，血管内治療），24時間対応，地域連携パスの運用ごとの
対応の可否を医療機関ごとに明示。リハビリテーションについても，急性期，回復期，維持期のそれぞ
れへの対応状況を記載。

＜脳卒中の急性期医療を担う医療機関の選定条件＞
ⅰ）検査（Ｘ線検査、ＣＴ検査、ＭＲＩ（拡散強調

画像）、血管連続撮影）が24 時間実施可能（ｵﾝ
ｺｰﾙ体制含む）

ⅱ）血栓溶解療法（ｔ-PA）が24 時間当直体制で実
施可能

ⅲ）外科的治療が必要な場合2 時間以内に治療開始
（24 時間対応）

ⅳ）急性期リハビリテーションの実施 12



○ 県内の全医療機関について、所在地及び医療機能を明示

医療機関別の医療機能の明示

秋田県医療保健福祉計画
二次医療圏ごとに全病院・診療所について、所在地と５疾病５事業及び在宅医療ごとの

担う医療機能を表として整理し、別冊として添付
【病院】

【診療所】
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○ 事業ごとの医療連携体制図に医療機関名と役割も明記

医療機関別の医療機能の明示と関係機関の連携

高知県保健医療計画
周産期医療の医療連携体制について、一次、二次、三次の連携図を、それぞれの医療を

担う医療機関の名称及び担う役割を明記した図を作成。
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目標の設定

○ 現状を踏まえた具体的な目標の設定
岩手県保健医療計画

地域の実情を踏まえた医療圏単位等での具体的な
目標を設定し、それを達成するための具体的な施策
を記載する。

＜主な取組＞
（病院前救護活動の充実）
○ 県民による病院前救護技能の向上を図り、傷病者がより

よい状態で医師の治療を受けることができるよう、保健
所や消防等の関係機関が連携して書く医療圏で講習会を
開催するなど、AEDの機能や利用方法、家庭における対
応等を含めた心肺蘇生法の普及・啓発を推進します。な
お、住民の講習受講率が低い地域については、特に重点
的に普及・啓発活動に取り組みます。
等

高知県保健医療計画
医療機関が取り組むべき具体的な目標を設定し、

それを達成するための具体的な施策を記載する。

＜主な取組＞
（急性期の医療提供体制）

急性心筋梗塞治療センターは、急性心筋梗塞の治療成績の
向上につなげるため、来院から治療までの時間の短縮に取り
組むとともに、急性心筋梗塞センターの標準的な治療成績の
公表を行います。

県は、安芸保健医療圏で心臓カテーテル検査などが実施
できるよう、あき総合病院に心臓カテーテル治療室の整備な
ど、治療体制の強化を図ります。
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二次医療圏の見直しについて

○ 医療計画の見直しに際しては、医療圏の現状について検証を行い、現在の医療圏の設
定が適切かどうか検討を行う必要があるが、今回の医療計画においては、特に、以下の
要件を全て満たす医療圏について、検証を行うことを求めた。
・人口20万人未満
・流入率が20%未満
・流出率が20％以上

○ 該当する医療圏を有する都道府県は３２都道府県、８７医療圏であった（平成20年患
者調査）。

○ 医療圏の見直しの判断は、二次医療圏の面積や基幹となる病院までのアクセスの時間
等も考慮することが必要である。

○ 検証の結果、第6次医療計画において医療圏を見直した都道府県は、宮城県、栃木県、
徳島県であった。

×100推計流入患者割合
（流入率）

推計流入患者割合 （当該地域内の医療施設で受療した推計患者数のうち、当該地域外に居住する患者の割合）

当該地域内の医療施設で受療した当該地域外に居住する推定患者数
当該地域内の医療施設で受療した推計患者数（住所不詳を除く）

推計流出患者割合 （当該地域内に居住する推計患者数のうち、当該地域外の医療施設で受療した患者の割合）

当該地域外の医療施設で受療した当該地域内に居住する推定患者数
当該地域内の居住する推計患者数

×100推計流出患者割合
（流出率）

＝

＝
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二次医療圏の見直しについて（見直しを行った県）

宮城県
・宮城県独自の「患者調査」を県内医療機関に対して実施。
・旧二次医療圏ごとの人口面積等の特徴、医療提供体制の状況等について、分析。特に、救急医

療提供体制、小児科・産科医療などについて、中核となる医療機関別の名称をあげながら丁寧
に分析している。

・第6次医療計画における今後の医療提供体制やインフラ整備の見通しについても考慮に入れてい
る。

・結果を踏まえ、有識者の会議（宮城県地域医療計画策定懇話会）において検討を行った。また、
地元自治体首長、各県域の中核病院長、群市医師会長等から意見を聴取。

・最終的には、「向こう5年のみならず、10年先も見据えた上で、将来にわたる震災復興や連携
も踏まえ、より広域的な視点で医療提供体制を構築していくことが必要である」として、医療
圏を再編。

17



二次医療圏の見直しについて（見直しを行わなかった県）

宮崎県

・宮崎東諸県以外の医療圏は人口が２０万人未満であり、
そのうち、西都児湯医療圏、日向入郷医療圏、西諸医
療圏の３医療圏では、流出患者が２０％を超える。

・このうち、日向入郷医療圏、西諸医療圏では、複数の
医療圏に分散して患者が流出している一方で、西都児
湯医療圏ではほとんどが宮崎東諸医療圏への流出で
あった。

・日向入郷医療圏、西諸医療圏は流出先の医療圏と統合
することは困難と判断

・西都児湯医療圏について、宮崎東諸医療圏との統合を
地元市町村及び関係団体と協議をすることとした。

（協議における意見）
・道路網の整備が進捗したことによるアクセスの改善が

患者流出の要因のひとつと考えられる。
・医療圏の統合は、さらに患者の流出を助長させ、それ

に伴い医師や医療資源が流出し、西都児湯医療圏が医
療過疎地域となるのではないか。

【結論】
継続して協議を行う必要があることから、今回の医療

計画では医療圏は現状のままとする。

長野県

・県内10の二次医療圏のうち、４医療圏（上伊那医療
圏、木曽医療圏、大北医療圏）が圏域見直しの対象と
なった。

① ＮＤＢ（ナショナルデータベース）による現行二次
医療圏ごとの患者の受療動向分析の結果、概ね標準的
な医療提供体制が一体的に確保されていると認められ
ること、

② 面積が広大で過疎地域を多く抱える本県の特性を考
慮すると、二次医療圏の見直しにより統合を進めるこ
とは、医療過疎を招くおそれがあること

から、変更はせず、従来の計画と同様の医療圏とした18



地域住民の視点からの医療提供体制の構築

○ 住民の意識を踏まえた施策の検討

滋賀県保健医療計画
人口10万あたり医師数等の統計データに加え，県

民に対して実施した医師不足の実感に関する調査結果
も分析し，医療従事者の地域偏在があると分析した。

鹿児島県保健医療計画
県民を対象に、優先して充実すべき医療提供体制、

地域で不自由を感じている診療科、QOLなどについて
調査。
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地域住民の視点からの医療提供体制の構築

○ 地域住民が親しみやすい医療計画への工夫

岩手県保健医療計画
医療計画の随所に、その項目に関連した取組事例などを紹介するコラムを掲載。

＜医師確保に関するコラム＞

20



医師確保について

北海道保健医療計画

【現状の評価】
・医師の地域偏在や、大学病院における初期臨床研
修医の減少傾向、産科、産婦人科医師の減少傾向な
どを分析。

【課題の把握】
・関係団体が一丸となった総合的な地域の医師確保対策が必要。
・緊急に医師を確保するための即効性のある施策が必要。
・安定的な地域医療を担う医師の養成・確保のため、中・長期的な取組が必要。
・医師のキャリア形成支援や、育児と仕事を両立して働きやすい職場の環境整備が必要。

【総合的な医師確保対策】
・医育大学、行政機関等関係機関・団体により構成する北海道医療対策協議会において、地域医療を
担う医師の確保、養成に関する在り方を協議・検討し、関係施策を総合的に推進していきます。
・国の地域医療対策事業実施要綱に基づき、「地域医師連携支援センター事業」などの医師の地域偏
在解消のために必要な取り組みを推進します。
【即効性のある対策】
・医師確保が必要な市町村立病院等に対し、札幌医科大学地域医療支援センター及び旭川医科大学地
域医療支援センターの医師や自治医科大学卒業医師を一定期間派遣します。 等
【中・長期的な対策】
・医育大学における地域枠入学者を対象とする一定期間地域勤務を条件とする奨学金制度を運営し、
修学資金貸与者には、専門医資格の取得支援などのキャリア形成支援や、地域勤務に対する不安解消
のため相談支援に取り組みます。 等 21



在宅医療１

【今後の方策】
○ 在宅療養支援診療所や訪問看護ステーションを充実す

る方策について、関係機関と検討を進めていきます。
○ 市町村が主体となり、医師、歯科医師、薬剤師、看護

師、歯科衛生士、ケアマネジャー、介護士などの医療
福祉従事者がお互いの専門的な知識を活かしながら
チームとなって患者・家族をサポートしていく体制を
支援していきます。

○ 概ね市町村を単位として、地域の実情に応じ、在宅医
療に必要な連携を進めます。

○ 在宅療養支援歯科診療所については、在宅歯科診療に
必要な医療機器等の整備に係る経費に助成する等財政
的支援に努めます。

○ 既存病床数が基準病床数を上回る圏域において、在宅
医療の提供の推進のために診療所に病床が必要な場合
は、医療審議会医療計画部会の意見を聞きながら、医
療法施行規則第1条の14第7項第1号の診療所として整
備を図ります。 該当する診療所名は別表をご覧くださ
い。

○ 「あいちの地域包括ケアを考える懇談会」からの提言
（平成25年度予定）に基づき、医療、介護、福祉など
を地域において切れ目なく提供する地域包括ケアシス
テムを構築していきます。

愛知県保健医療計画
・既存統計（医療施設調査）を用い、全ての二次医療圏で在宅医療が提供されていることを評価。

・医療と介護の連携を進めるためには、基礎
自治体である市町村が中心となって取り組
むべきと課題を整理し、今後の在宅医療の
推進の単位を概ね市町村とすることを方向
性とした。
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○ 在宅療養支援診療所等の調査結果を踏まえた現状分析

・二次医療圏でみると、施設数や活動状況（訪問診療、看取り等）等に差があります。
・訪問可能範囲は平均8km、訪問診療に係る移動時間は平均約21分でした。
・医師１人平均16.5人へ訪問診療を行っています。
・患者の居所は自宅が33%、自宅以外（施設等）が67%でした。
・4割が「緊急時の入院体制」、「24時間対応体制維持のための連携機関の確保」を課題として

いました。
・「5年後（平成29年）」に訪問診療の対象者を何人にできるか」の合計は、現在から3,758名

増（18.6%)の約23,946名でした。

福岡県保健医療計画
・県内の在宅療養支援診療所、在宅療養支援病院を対象に調査を実施（回答施設数646施設、33施

設）し、現状と課題を以下のように整理

在宅医療２

佐賀県保健医療計画
「佐賀県医療機能調査」の結果におり、訪問診療、訪問看護・指導を実施している医療機関の割合や、
前回医療計画時との比較を可視化。
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災害時医療１

○ 地域防災計画等における災害時医療体制の明記

福井県医療計画
・各機関と締結している災害時の相互支援・薬剤供給体制の協定等を記載
・災害医療活動体系を図示
・ＤＭＡＴ指定医療機関の指定状況、DMAT保有の状況（チーム数）についても記載
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災害時医療２

○ 災害医療提供体制の地理・交通条件等を含めた表示

宮城県地域医療計画
・各災害拠点病院の施設・設備の整備状況について掲載
・災害拠点病院の指定状況を、DMAT保有の状況や航空搬送拠点との位置関係も含め、

地図上に表示
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